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路上寝込み者等の交通事故防止に関する協定の締結について（通達）

路上寝込み者及び認知症高齢者等の路上はいかい者（以下「路上寝込み者等」という。）

の交通事故防止対策として、一般社団法人大分県タクシー協会（以下「協会」という。）と

路上寝込み者等の交通事故の防止に関する協定（以下「協定」という。）を締結したので、

下記のとおり協会との連携を強化し、適切な運用を図られたい。

記

１ 協定の目的

協会の会員事業者のタクシー乗務員（以下「乗務員」という。）が、事業活動中に路上

寝込み者等を発見した際に、警察及び乗務員が勤務する事業所へ通報し、警察官が到着

するまでの間に適切な防護措置をとることにより、れき過等による交通事故の未然防止

を図ることを目的とする。

２ 協定の内容

路上寝込み者等の交通事故の防止に関する協定書（別添）のとおり。

３ 通報受理時の対応

(1) 乗務員から路上寝込み者等に関する通報を受けた警察官は、速やかに現場に臨場し、

路上寝込み者等を保護すること。

(2) 現場に臨場した警察官による乗務員への事情聴取は、業務に支障の生じることのな

いよう必要最低限にとどめること。

４ 運用上の留意事項

(1) 協定を円滑に実施し、実効あるものとするため、平素から協会との情報共有を図り、

協会の実施する交通事故防止に関する活動に対する支援、協力等に努めるなど、緊密に

連携すること。

(2) 協定は、協会に対して防護措置等の義務を課すものではないため、乗務員の業務や

乗客の利便性等に支障が生じることのないよう配意すること。

（交通企画課安全係）
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